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保存事業に関する条例等を掲載しています。 

  

6 関 係 例 規 集   
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○出水市伝統的建造物群保存地区保存条例 

平成１８年３月１３日 

条例第２１１号 

改正 平成２３年８月３０日条例第２３号 

平成３０年３月２３日条例第１１号 

令和元年１２月２０日条例第２５号 

（目的） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以下「法」という。）第１

４３条第１項の規定に基づき、本市が都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に関し、

現状変更の規制その他その保存のため必要な措置を定め、もって本市の文化的向上に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 伝統的建造物群 法第２条第１項第６号に規定する伝統的建造物群をいう。 

(2) 伝統的建造物群保存地区 法第１４２条に規定する伝統的建造物群保存地区（以下

「保存地区」という。）をいう。 

（保存計画） 

第３条 市長は、保存地区が定められたときは、出水市伝統的建造物群保存地区保存審議会

の意見を聴いて当該保存地区の保存に関する計画（以下「保存計画」という。）を定めな

ければならない。 

２ 前項の保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 保存地区の保存に関する基本計画に関する事項 

(2) 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物（以下「伝

統的建造物」という。）及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要

と認められる物件の決定に関する事項 

(3) 建造物の保存整備計画に関する事項 

(4) 建造物及び建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件に

係る助成措置等に関する事項 

(5) 保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項 
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３ 市長は、第１項の保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。 

４ 保存計画を変更しようとするときは、第１項及び前項の規定を準用する。 

（平３０条例１１・令元条例２５・一部改正） 

（現状変更行為の規制） 

第４条 保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじめ、市長の許可を受けな

ければならない。 

(1) 建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、増築、改築、移転又は

除却 

(2) 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの 

(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更 

(4) 木竹の伐採 

(5) 土石類の採取 

(6) 水面の埋立て 

(7) 屋外広告物の設置又は変更 

２ 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げるものにつ

いては、同項の規定による許可を受けることを要しない。 

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

(2) 次に掲げる工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同じ。）の新築、増築、改築、

移転又は除却 

ア 仮設の工作物の新築、増築、改築又は移転 

イ 水道管・下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、

増築、改築、移転又は除却 

(3) 次に掲げる木竹の伐採 

ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採 

イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

ウ 森林病害虫等防除のための木竹の伐採 

エ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 

オ 仮植した木竹の伐採 

(4) 前３号に掲げるもののほか、次に掲げる行為 

ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 
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イ 鹿児島県公安委員会及び道路管理者が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為 

ウ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。 

(ア) 建築物等の新築、改築、増築、移転又は除却 

(イ) 用排水施設又は幅員が２メートルを超える農道若しくは路肩部分及び屈曲部

又は待避所として必要な拡幅部分を除く部分の幅員が３メートルを超える林道の

設置 

(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾 

(エ) 森林の択伐又は皆伐（林業を営むために行うものを除く。） 

(オ) 水面の埋立て 

３ 市長は、第１項の許可を与える場合には、保存地区の保存のため必要な限度において条

件を付することができる。 

（令元条例２５・一部改正） 

（許可の基準） 

第５条 市長は、前条第１項各号に掲げる行為で次に定める基準に適合しないものについて

は、同項の規定による許可をしてはならない。 

(1) 伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外

観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、

形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであ

ること。 

(2) 伝統的建造物の移転（同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以

下この号において同じ。）については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態

が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。 

(3) 伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持

していると認められるものであること。 

(4) 伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しく

は色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該

建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損う

ものでないこと。 

(5) 前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態

が当該保存地区の歴史的風致を著しく損うものでないこと。 
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(6) 第３号の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を

著しく損うものでないこと。 

(7) 前条第１項第３号から第６号までの行為については、それらの行為後の地貌その他

の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損うものでないこと。 

(8) 前各号に定めるもののほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的

建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないも

のであること。 

（令元条例２５・一部改正） 

（国の機関等に関する特例） 

第６条 国若しくは地方公共団体の機関又は文化財保護法施行令（昭和５０年政令第２６７

号）第４条第５項の国又は地方公共団体の機関と見なされる法人（以下「国の機関等」と

いう。）が行う行為については、第４条第１項の許可を受けることを要しない。この場合

において、当該国の機関等は、第４条第１項の許可に係る行為をしようとするときは、あ

らかじめ、市長に協議しなければならない。 

（令元条例２５・一部改正） 

（行為の通知） 

第７条 次に掲げる行為については、第４条第１項及び前条の規定は適用しない。この場合

において、第４条第１項の許可又は前条の協議に係る行為をしようとするときは、あらか

じめ市長にその旨を通知しなければならない。 

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）による都市計画事業の施行として行う行

為 

(2) 都市計画法による国、県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者

が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為 

(3) 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川又は同法第１０

０条第１項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為 

(4) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和２６年法律第９７号）又は農林水産

業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和２５年法律第１６９号）

に規定する林地荒廃防止施設災害復旧事業に係る行為 

(5) 道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路の改築（小規模の拡幅、舗装、勾

配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。）、維持、
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修繕又は災害復旧に係る行為 

(6) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体等が行う農業構造、林業構造の改

善に関し必要な事業の施行に係る行為 

(7) 法第２７条第１項の規定により指定された重要文化財、法第７８条第１項の規定に

より指定された重要有形民俗文化財、法第９２条第１項に規定する埋蔵文化財又は法第

１０９条第１項の規定により指定され、若しくは法第１１０条第１項の規定により仮指

定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為 

(8) 鹿児島県文化財保護条例（昭和３０年鹿児島県条例第４８号）第４条第１項の規定

により指定された鹿児島県指定有形文化財、同条例第２５条第１項の規定により指定さ

れた鹿児島県指定有形民俗文化財、同条例第３０条第１項の規定により指定された鹿児

島県指定史跡、鹿児島県指定名勝又は鹿児島県指定天然記念物の保存に係る行為 

(9) 出水市文化財保護条例（平成１８年出水市条例第２０９号）第４条第１項の規定に

より指定された出水市指定有形文化財、出水市指定有形民俗文化財、出水市指定史跡、

出水市指定名勝又は出水市指定天然記念物の保存に係る行為 

(10) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為 

(11) 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第４号に規定する電気通信事業

の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設

の設置又は管理に係る行為 

(12) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為 

(13) 有線テレビジョン放送（有線電気通信設備を用いて行われる放送法（昭和２５年法

律第１３２号）第２条第１８号に規定するテレビジョン放送をいう。）の用に供する線

路若しくは空中線系（その支持物を含む。）の設置又は管理に係る行為 

(14) 放送法第２条第２号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれ

らに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為 

(15) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による電気事業の用に供する電気工作物

の設置（発電の用に供する電気工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為 

(16) 水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業若しくは水道用水供給事業若

しくは工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）による工業用水道事業の用に供す

る施設又は下水道法（昭和３３年法律第７９号）による下水道の排水管若しくはこれを

補完するため設けられる施設の設置又は管理に係る行為 
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（平２３条例２３・令元条例２５・一部改正） 

（許可の取消し等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保存地区の保存のため必要な

限度において、第４条第１項の規定によってした許可を取り消し、又は工事その他の行為

の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転又は除却その他違反

を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者 

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人（請

負工事の下請人を含む。）又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しく

はした者 

(3) 第４条第３項の規定により許可に付した条件に違反している者 

(4) 詐欺その他不正な手段により、第４条第１項の規定による許可を受けた者 

２ 市長は、前項の規定により処分をし、又は必要な措置をとることを命じようとするとき

は、あらかじめ、出水市伝統的建造物群保存地区保存審議会の意見を聴き、かつ、当該処

分又は措置を命ずべき者について聴聞を行わなければならない。 

（平３０条例１１・令元条例２５・一部改正） 

（損失の補償） 

第９条 市長は、第４条第１項の許可を受けることができなかったことにより、損失を受け

た者に対して申出により通常生ずべき損失を補償するものとする。 

（経費の補助等） 

第１０条 市長は、保存地区内における建築物等及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保

存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について、自ら保存の

ため適当な措置を行い、又は当該物件の所有者等に対しその経費の一部を補助することが

できる。 

（伝統的建造物群保存地区保存審議会） 

第１１条 保存地区の保存等に関する重要事項について調査審議するため、別に定めるとこ

ろにより出水市伝統的建造物群保存地区保存審議会を置く。 

（平３０条例１１・全改） 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。 
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（令元条例２５・一部改正） 

（罰則） 

第１３条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金に処する。 

(1) 第４条第１項の規定に違反した者 

(2) 第８条第１項の規定に基づく命令に違反した者 

（両罰規定） 

第１４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又

は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人

に対して、前条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年３月１３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の出水市伝統的建造物群保存地区保存条例（平

成６年出水市条例第９号。以下「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前

の条例の例による。 

附 則（平成２３年８月３０日条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２３日条例第１１号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２０日条例第２５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に効力を有する出水市教育委員会が行った処分、手続その他の行

為又はこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に出水市教育委員会に対してな

された申請その他の行為で、施行日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行す
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ることとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った処分、手続その他

の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 
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○出水市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則 

平成１８年３月１３日 

規則第１８３号 

改正 令和２年２月１２日規則第２１号 

令和３年４月１日規則第３５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、出水市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成１８年出水市条例第２

１１号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（現状変更行為の許可の申請） 

第２条 条例第４条第１項の許可の申請は、現状変更行為許可申請書（第１号様式）を市長

に提出して行わなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、通常の管理行為及び軽易な行為については、同項の規定に

よる許可の申請は要しない。 

（現状変更行為の決定等） 

第３条 市長は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定

しなければならない。 

２ 前項の許可の可否については、条例第５条に規定する許可基準に基づいて行うものとす

る。 

３ 市長は、条例第４条第１項の許可をしたときは現状変更行為許可書（第２号様式）によ

り、許可をしなかったときはその旨を記載した文書により、申請者に通知するものとする。 

（現状変更行為完了等の届出） 

第４条 条例第４条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止し

たときは、速やかに現状変更行為完了・中止届出書（第３号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（許可標識の掲示） 

第５条 条例第４条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を

行う土地の区域内の見やすい場所に現状変更行為許可標識（第４号様式）を掲示しなけれ

ばならない。 

（国の機関等の協議の手続） 
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第６条 条例第６条の規定による協議は、現状変更行為協議申出書（第５号様式）を市長に

提出して行うものとする。 

（国の機関等の通知の手続） 

第７条 条例第７条の規定による通知は、現状変更行為通知書（第６号様式）を市長に提出

して行うものとする。 

（技術的援助及び物資の提供又はあっ旋） 

第８条 市長は、必要に応じ条例第２条第２号に規定する保存地区における建造物の修理等

の相談に応じ、指導及び助言並びに補足用材料の提供又はあっ旋を行うものとする。 

（令２規則２１・追加） 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（令２規則２１・旧第８条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年３月１３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の出水市伝統的建造物群保存地区保存条例施

行規則（平成７年出水市規則第２１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（令和２年２月１２日規則第２１号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日規則第３５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式は、当分の間所要の修正

を加え、なお使用することができる。 
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○出水市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則 

令和２年２月１２日 

規則第２０号 

改正 令和３年３月２９日規則第２４号 

令和４年９月３０日規則第６１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、出水市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成１８年出水市条例第２

１１号）第１１条及び出水市附属機関の設置に関する条例（平成３０年出水市条例第１１

号。次条第３項において「条例」という。）の規定に基づき置く出水市伝統的建造物群保

存地区保存審議会（以下「審議会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（審議会の委員） 

第２条 審議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、１５人以内とし、当該委員の構成

は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係地域における代表者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年以内とする。 

３ 委員には、条例第５条に規定する秘密を守る義務を課する。 

４ 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くこ

とができる。 

５ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとす

る。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務
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を代理する。 

５ 会長及び副会長に共に事故があるとき、又は会長及び副会長が共に欠けたときは、あら

かじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。 

（会議） 

第４条 会長は、審議会を招集し、審議会の会議（以下「会議」という。）の議長となる。 

２ 会議は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求めてその意見若しく

は説明を聴き、又は関係資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、商工観光部文化スポーツ課において処理する。 

（令３規則２４・令４規則６１・一部改正） 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（審議会の招集の特例） 

２ 第４条第１項の規定にかかわらず、委員の互選により会長が定められていない場合にあ

っては、市長が審議会を招集する。 

附 則（令和３年３月２９日規則第２４号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月３０日規則第６１号） 

この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
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○出水市伝統的建造物群保存地区保存奨励規則 

平成１８年３月１３日 

規則第１８４号 

（目的） 

第１条 この規則は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１４３条第１項の規定

に基づき、本市が定めた出水市伝統的建造物群保存地区（以下「保存地区」という。）の

保存に関し、市民の保存思想の高揚及び歴史的街並み環境の保全に資することを目的とす

る。 

（奨励金の交付） 

第２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この規則に定めるところにより

奨励金を交付することができる。ただし、第２号の者に対しては、１生垣につき、１年度

間２回まで交付することができる。 

(1) 保存地区内に土地を所有する者（納税管理人を含む。）のうち、出水市伝統的建造物

群保存地区保存条例（平成１８年出水市条例第２１１号）第３条に規定する保存計画（以

下「保存計画」という。）に基づく保存事業を行う者 

(2) 保存地区内の公道等に面する生垣を、保存計画に基づきせん定した者 

（奨励金の対象） 

第３条 前条第１号の者に対する奨励金の交付の対象となる土地は、次のとおりとする。 

(1) 保存計画で伝統的建造物に決定された建築物が所在する一筆の土地 

(2) 保存計画で伝統的建造物に決定された石垣が所在する土地のうち、伝統的建造物台

帳に登録された長さに原則として奥行２メートルを乗じて得た面積の土地 

(3) 保存地区内に所在する前２号以外の土地で、市長が必要と認めた土地 

２ 前条第２号の者に対する奨励金の交付の対象となる生垣は、次のとおりとする。 

(1) 保存計画で伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められ

る物件に決定された生垣 

(2) 前号以外の生垣で、市長が必要と認めた生垣 

（奨励金の額） 

第４条 奨励金の額は、次のとおりとする。 
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(1) 第２条第１号の者に対する奨励金の額は、この者の前条第１項各号の土地に係る前

年度固定資産税の納税額に、次の支給割合を乗じて得た額とする。ただし、１００円未

満の端数は、切り捨てる。 

区分 支給割合 

第３条第１項第１号の土地 １／２以内 

第３条第１項第２号の土地 １／２以内 

第３条第１項第３号の土地 １／５以内 

(2) 第２条第２号の者に対する奨励金の額は、次の算式により計算した額に支給割合を

乗じて得た額とする。ただし、１００円未満の端数は切り捨てる。 

区分 算式 支給割合 支給限度額 

第３条第２項第１号の生

垣 

｛０．５＋（せん定長さ÷

５）｝×庭師日当÷８×｛１

＋（せん定高さ－１）÷５｝

８／１０以内 １００，０００円

第３条第２項第２号の生

垣 

２／３以内 ５０，０００円 

２ 前項各号の規定により算出した奨励金の額が１，０００円に満たない場合は、１，００

０円とする。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１８年３月１３日から施行する。 
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○出水市伝統的建造物群保存地区保存補助金交付要綱 

平成１８年３月１３日 

告示第１７４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、出水市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成１８年出水市条例第２

１１号。以下「条例」という。）第１０条の規定による補助に関し、出水市補助金等交付

規則（平成１８年出水市規則第４８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において使用する用語の意義は、条例によるもののほか、次に定めるとこ

ろによる。 

(1) 伝統的建造物等 条例第３条に規定する保存計画で伝統的建造物及び環境物件に決

定された物件をいう。 

(2) 外観 保存地区内の道路その他の場所で第三者が通常許可なく通行又は進入できる

場所から望見できる伝統的建造物等及び伝統的建造物等以外の物件の外部をいう。 

（補助対象経費等） 

第３条 補助の対象となる伝統的建造物等の物件の種類、補助対象経費、補助率及び補助限

度額は、別表第１のとおりとする。 

２ 補助の対象となる伝統的建造物等以外の物件の種類、補助対象経費、補助率及び補助限

度額は、別表第２のとおりとする。 

３ 前２項の規定により難い場合は、市長が別に定める。 

（災害） 

第４条 伝統的建造物等及び伝統的建造物等以外の物件で既に保存計画に基づく保存事業を

行った物件が暴風、豪雨、地震その他自然災害により被害を受けた場合の補助金の交付に

ついては、前条の規定を準用する。 

（補助金の交付の申請者） 

第５条 補助金の交付の申請をすることができる者は、第３条に規定する物件について権利

を有する者で、保存計画に基づく保存事業を行おうとするものとする。 
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（補助金の交付の申請） 

第６条 規則第３条に規定する補助金交付申請書は、第１号様式によるものとし、次に掲げ

る書類を添付して工事着工の１４日前までに市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 収支予算書（第３号様式） 

(3) 設計書 

(4) 仕様書 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定の通知） 

第７条 規則第６条の規定による補助金の交付の決定の通知は、第４号様式により行うもの

とする。 

（補助事業の内容等の変更） 

第８条 規則第７条第１項の補助事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。 

(1) 事業量又は事業費に増減が生じたとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付の申請に係る書類に記載した内容に重要な

変更を生じたとき。 

２ 規則第７条第１項の補助金等変更申請書（以下「変更申請書」という。）は第５号様式に

よるものとし、同項の規定により変更申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。 

(1) 事業変更計画書（第２号様式） 

(2) 変更収支予算書（第３号様式） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は、変更承認のみを行

う場合は伝統的建造物群保存地区保存補助金変更承認通知書（第６号様式）により、変更

承認に併せて変更交付決定を行う場合は伝統的建造物群保存地区保存補助金変更交付決

定通知書（第７号様式）により行うものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決

定の通知を受けた日から起算して３０日を経過した日までとする。 
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（実績報告） 

第１０条 規則第１３条の補助事業等実績報告書（以下「実績報告書」という。）は、第８号

様式によるものとし、同条の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとす

る。 

(1) 事業実績書（第２号様式） 

(2) 収支精算書（第３号様式） 

(3) 工事請負契約書又はこれに代わるものの写し 

(4) 工事費内訳書又はこれに代わるものの写し 

(5) 施行業者の事業完了届の写し 

(6) 事業完了後の写真 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定の通知） 

第１１条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定の通知は、第９号様式により行うも

のとする。 

（補助金の交付） 

第１２条 規則第１６条第１項の補助金等交付請求書は、第１０号様式のとおりとする。 

２ この補助金は、概算払により交付することができる。 

３ 規則第１６条第３項の概算払申請書は、第１１号様式によるものとする。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１８年３月１３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の出水市伝統的建造物群保存地区保存補助金

交付要綱（平成７年出水市告示第５１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 
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別表第１（第３条関係） 

補助対象物件 補助対象経費 補助率 補助限度額 

主屋 

附属屋 

蔵 

保存計画に基づく当該物件の外観保存

のための修理又は復旧に要する経費。ただ

し、外観の保存上、構造耐力上必要と認め

られる場合は、基礎、土台、床組、柱、梁

材、横架材、小屋組みなどの構造材を含む

ことができる。 

８／１０以内 

7,000,000 円 

門 

祠 

井戸 

塀 

石垣 

4,000,000 円 

主屋 

附属屋 

蔵 

当該物件及びその底地に係る防虫及び

殺虫処理に要する経費 400,000 円 

門 

祠 

井戸 

塀 

50,000 円 

石段 

生垣 

樹木等 

保存計画に基づく当該物件の外観保存

のための修理又は復旧に要する経費。ただ

し、樹木等は修理に限る。 

2,000,000 円 

別表第２（第３条関係） 

補助対象物件 補助対象経費 補助率 補助限度額 

主屋 

附属屋 

蔵 

保存計画に基づく新築、増築又は改築等

で、原則として公道正面に臨む屋根、外壁、

建具、軒先等の修景に要する経費。ただし、

外壁に要した経費には、下地経費を含み、

電気設備その他設備等の経費は含まない

ものとする。 

２／３以内 

3,500,000 円 

上記物件及びその底地に係る防虫及び

殺虫処理に要する経費 
200,000 円 

門 

祠 

井戸 

塀 

石垣 

保存計画に基づく新設、改築等又は復旧

に要する経費 
2,000,000 円 

上記物件及びその底地に係る防虫及び

殺虫処理に要する経費。ただし、石垣を除

く。 

25,000 円 

石段 

生垣 

保存計画に基づく新設又は復旧に要す

る経費 
1,000,000 円 
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